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 小田切家の山林所有と経営 

 

 はじめに 

 

小田切家の山林所有・経営については、その実態については不明な点が多い。 

 その実態についての部分的な論考は、『旧小田切家住宅修理工事報告書』（2017年10月31

日発行）の第2章第2節に載せられている。ここでは「所有地反別地價金調」を中心史料として、

山林所有と経営について述べている。 

 

また、『須坂市誌』別巻年表編において、コラム 11「長野県庁建築材は小田切家の山林から」

でも紹介されているが、紙面の都合でごく部分的な紹介にとどまっている。 

明治 7 年（1874）10 月、長野県庁舎が西方寺西側の長野町大字御殿と腰村字袖長野にま

たがった土地（現信州大学教育学部）に新築された。そのおり、新築に使用された材木には小田

切辰之助が所有する山林（下高井郡日野村地籍）から伐り出された材木も含まれていた。杉立

木 214本を金 150円で売却しており、その太さも「目通り１尺２寸より４尺２寸迄」とある。かな

りの大木を大量に納入した事実が浮かび上がる。 

 

今回、こうした山林所有と経営にかかわる史料を提示する。 

 ここでは、日滝村・豊丘村・仁礼村・高甫村（現須坂市）、日野村（現中野市）、高井村・山田村

（現高山村）に広大な山林を所有していたことがわかるとともに、明治 20 年代から 30 年代に

かけての山林購入の実態も見えてくる。また、日野村間山の小林永太郎とは共同経営的に、伐

採樹木の販売および伐採後の苗木の植林を大規模に行っていたこともわかる。伐採樹木の売

却先には、宮嵜五造・丸田喜作・松本硯之介・北野吉登などの名前が見られる。 

 尚、小田切佐太郎は明治38年9月5日に亡父辰之助からの相続登記を行っている。 
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１ 土地家屋買入証書入 
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 ②Ｆ－３７－８ 「小林永太郎ト山林賣売証書」 
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地所賣渡証券 
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土地賣渡証書 
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２ 小林永太郎間山村山林共植等 (Ｋ－１０２) 
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共植山林取為替証書 
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 ③豊丘村地籍山林(佐太郎)      ②豊丘村地籍(辰之助)        ①春木町の宅地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  右画像上部拡大部分                          ④日野村地籍(佐太郎) 
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『須坂市誌 別巻 年表編』より 
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おわりに 

 

 明治 11年（1878）7月以降の現存する「地券」（134筆）をみると、山林は27筆である。その

うち、間山村（後に日野村間山）が 11筆、中山村（山田村中山）が8筆などとなっており、この時

点での間山村内の山林所有が大きい位置を占めている。また、地券の裏書を見ると全27筆の

内、明治 11年（地券の最初の発行時）以降の山林の購入が 12筆であることもわかる。 

 その後、「表 小田切家の山林所有」の特記事項にあるように、多方面から山林を買い集め最

終的には 46 筆（Ｆ－22「所有地反別地價金調」の記載による）を所有するようにまでなってい

た。各筆の特記事項をみると、買入・伐採・販売・植樹という一連の経営の流れがわかってくる。 

 「表 小田切家の山林所有」の21番が県庁建築に使用された材木の調達地で、地券（Ｆ－６－

３）を下記に示す。おそらくは江戸期から所有する山林であろう。明治７年３月時点の材木の販

売代金１５０円は、現在の価格に換算すると約３００万円になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「小田切幸一家文書」 F-6-3 
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